
当院は、厚生労働大臣が定める基準に
基づいて診療を行っている保険医療機関です

厚生労働大臣の定める掲示事項厚生労働大臣の定める掲示事項

1. 入院基本料について

看護職員の配置

2. 職員以外の者による看護（付添い看護）に関する事項

個室料金3. 入院医療費について

　当院では、厚生労働大臣が定める基準による看護を行う保険医療機関で、関東甲信越厚生局長
より次の承認を受けております。

■一般病棟入院基本料　13対 1
■療養病棟入院基本料　1　（90 日超入院患者様に対して）
■緩和ケア病棟入院基本料



4. 個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の交付について

5. 食事に関する事項

6. 特別療養環境の提供（室料差額）について

有料個室料金



基本診療の施設基準等に係る届出

入院時食事療養費に係る届出

特掲診療科の施設基準等に係る届出

7. 当院が届け出ている施設基準について
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8. 保険外負担について
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